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○ときがわ町水道事業給水条例施行規程 

平成18年２月１日水道事業管理規程第12号 

改正 

平成23年１月４日水道事業管理規程第１号 

平成30年３月27日水道事業管理規程第１号 

令和元年８月30日水道事業管理規程第６号 

令和５年３月31日水道事業管理規程第２号 

令和６年３月29日水道事業管理規程第１号 

令和６年12月18日水道事業管理規程第13号 

ときがわ町水道事業給水条例施行規程 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 給水装置の工事及び費用（第２条―第16条） 

第３章 給水（第17条―第25条） 

第４章 料金及び手数料（第26条―第29条） 

第５章 管理（第30条・第31条） 

第６章 貯水槽水道（第32条） 

第７章 雑則（第33条・第34条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、ときがわ町水道事業給水条例（平成18年ときがわ町条例第142号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２章 給水装置の工事及び費用 

（給水装置の新設等の申込み） 

第２条 条例第５条の規定による申込みの様式は、給水装置工事申込書による。 

２ 条例第５条に規定する給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッ

キン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え（配管を伴わないものに限る。）と

する。 

（工事の変更及び取消し） 
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第３条 条例第５条の規定による申込みをした者が、これを変更し、又は取り消そうとするときは、

給水装置工事変更・取消届により水道事業及び浄化槽事業の管理者の権限を行う町長（以下「管

理者」という。）に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、変更又は取消しをしたとき、既に費用が生じていたときは、申込者がこ

れを負担しなければならない。 

（共同住宅等） 

第４条 条例第６条第２項に規定する共同住宅等とは、１棟の建物内で２以上の世帯が個別に居住

できるように建設され、各戸又は各室間は壁等をもって完全に区画されている建物で、中高層住

宅及びアパート等をいう。 

（開発等の事前協議） 

第５条 条例第７条の規定により協議を申し出る者は、開発給水協議書（以下「協議書」という。）

を管理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項の協議書が提出された場合、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に開発

給水協議回答書で回答する。 

（工事の設計） 

第６条 条例第９条第２項の給水装置の設計の範囲は、次のとおりとする。 

(１) 直接給水するものにあっては給水栓まで 

(２) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口まで 

（同意書等の提出） 

第７条 条例第９条第３項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求める

ときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その書類はそれぞれ当該各号に定める様式に

よる。 

(１) 申込者の所有に属さない土地又は建物若しくは構築物に給水装置を設置しようとするとき

（第３号に規定する場合を除く。）は、当該土地又は建物若しくは構築物の所有者又は権利者

の土地家屋使用承諾書による。 

(２) 申込者以外の者の所有に係る給水装置から分岐しようとするとき（次号に規定する場合を

除く。）は、当該給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書による。 

(３) 民法（明治29年法律第89号）第213条の２又は第213条の３の規定を適用する場合は、民法

第213条の２第３項の通知をした旨の誓約書による。 

(４) 前３号の規定による書類が提出できないときは、給水装置工事申込者の誓約書による。 
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(５) 前４号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める書類による。 

（給水装置の構造） 

第８条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、水道メーター（以下「メーター」

という。）、給水栓その他の給水用具をもって構成する。 

２ 給水装置には、止水栓きょう、メーターボックス及びその他の附属用具を備えなければならな

い。 

３ 管理者は、給水装置について、その他必要がないと認めたときは、その一部を設けないことが

できる。 

（危険防止の措置） 

第９条 給水装置は、水が汚染され、又は漏水のおそれがないよう設計及び施行しなければならな

い。 

２ 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができるもので、かつ、停滞水を生ず

るおそれのないものでなければならない。 

３ 水洗便器に給水する装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等、

逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。 

４ 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれがある所には、これを排除する装置を設けなければなら

ない。 

５ 給水管を２階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。 

６ 開きょを横断して給水管を配管するときは、伏せ越しによるものとし、やむを得ない理由のた

め、他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。 

７ 軌道下その他電しょく又は衝撃のおそれのある所に給水管を配管するときは、給水管防護の措

置を講じなければならない。 

８ 凍結するおそれのある所に、給水管を配管するときは、給水管防寒の措置を講じなければなら

ない。 

９ 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある所又は温度の影響を受けやすい所に給水管を配

管するときは、防食の措置及びその他必要な措置を講じなければならない。 

10 前各項に掲げるほか、管理者が必要と認めた場合は、適当な措置を講じさせることができる。 

（給水管の口径） 

第10条 給水管の口径は、メーターの種類、その用途別、使用水量及び同時使用率等を考慮して、

計算の上適当な大きさに管理者が定める。 
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（給水管の埋設） 

第11条 給水管は、道路部分については、80センチメートル以上、宅地内については60センチメー

トル（メーター以降の部分については、30センチメートル）以上の深さに埋設しなければならな

い。ただし、道路部分について道路管理者の指示があった場合は、この限りでない。 

（受水槽の設置） 

第12条 一時に多量の水を使用する所その他管理者が必要と認める場合においては、受水槽を設け

なければならない。 

（工事施行上の基準） 

第13条 条例第10条に基づく指定材料、工事に関する工法、工期その他の工事施行上の基準は、別

にこれを定める。 

（給水装置工事材料） 

第14条 給水装置工事に使用する材料は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成９年

厚生省令第14号）の性能基準に適合している製品でなければならない。 

２ 前項の性能基準に適合している製品であることの判断は、自己認証製品又は第三者認証製品で

あることを示すマークの表示があるもの又は認証製品である証明書のあるものとする。 

（工事費の算出方法） 

第15条 条例第11条第３項の規定による工事費の算出方法は、別表第１により算出するものとし、

当該算出した合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。 

（給水装置変更等の工事） 

第16条 条例第16条の規定によるその他特別な理由とは、次に定める工事とする。 

(１) 土地区画整理事業 

(２) 道路及び水路等の拡幅並びに改良工事 

(３) 下水道事業 

(４) 電気、電話、ガス等の公共公益工事 

(５) その他管理者が認めた工事 

第３章 給水 

（給水契約の申込み） 

第17条 条例第18条の規定による申込みの様式は、給水開始申込書による。 

２ 閉栓中の水栓を再開栓し使用する者は、水道使用開始届により申し込まなければならない。 
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（給水装置の所有者の代理人） 

第18条 条例第19条の規定により代理人を置くときは、代理人選任届を管理者に提出しなければな

らない。 

（管理人の届出） 

第19条 条例第20条の規定による届出の様式は、管理人届による。 

（計量の例外） 

第20条 条例第21条第１項ただし書の規定により、メーターによる計量をしないで給水するものは、

次のとおりとする。 

(１) 私設消火栓 

(２) 管理者が必要がないと認めたもの 

（メーターの設置） 

第21条 条例第21条第２項の規定によるメーターの設置する基準は、１敷地内に１個とする。ただ

し、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、この限りでない。 

（メーターの保管） 

第22条 水道使用者等は、メーターの点検又は修繕に支障を及ぼすような土砂等を堆積し、工作物

を設置し、又は物件を置いてはならない。 

２ 水道使用者等は、メーター及び附属器具を亡失し、又は毀損したときは、給水装置亡失・毀損

届を管理者に提出しなければならない。 

（メーターの弁償額） 

第23条 条例第22条第３項の規定による弁償額は、メーターの購入及び取替えに要した費用の範囲

内とする。 

（水道の使用中止、変更等の届出） 

第24条 条例第23条の規定による届出の様式は、次のとおりとする。 

(１) 水道の使用を中止するときは水道使用中止届により、給水装置を廃止するときは給水装置

廃止届による。ただし、給水装置廃止届は、水道使用中止届より先に届け出ることはできない。 

(２) 用途の変更をするときは、給水装置用途変更届による。 

(３) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、消火栓演習届による。 

(４) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったときは、給水装置使用者異動届による。 

(５) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置所有者異動届による。 

(６) 給水装置の請求先に変更があったときは、給水装置請求先異動届による。 
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(７) 消防用として水道を使用するときは、消火栓使用届による。 

(８) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったときは、管理人変更届による。 

（給水装置及び水質の検査） 

第25条 水道使用者等は条例第26条第１項の規定による給水装置及び水質の検査を請求するときは、

次に定める書類を管理者に提出しなければならない。 

(１) 給水装置検査請求書 

(２) 水質検査請求書 

２ 検査の結果は、次に定める書類により請求者に通知する。 

(１) 給水装置検査結果通知書 

(２) 水質検査結果通知書 

３ 条例第26条第２項の規定による特別な費用は、次に掲げる場合とする。 

(１) 給水装置について、特に原材料の使用を必要とするとき。 

(２) 水質について、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。 

(３) 通常の検査以外で特別な費用を必要とするとき。 

第４章 料金及び手数料 

（料金等の納入期限） 

第26条 水道料金（以下「料金」という。）及び手数料の納付期限は、その徴収方法に従い、次の

区分による。 

(１) 納入通知書による場合は、当該納入通知書の発送の日から10日を経過した日 

(２) 料金の口座振替による場合は、ときがわ町水道事業及び浄化槽事業会計規程（平成26年と

きがわ町水道事業管理規程第１号）第４条第２項の規定による「出納取扱金融機関等」の口座

振替を指定した日 

（使用水量及び用途の認定） 

第27条 条例第30条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。 

(１) メーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割計算によ

り、異常のあった期間の使用水量を認定する。 

(２) 料率の異なる２種以上の用途に水道を使用するときは、その使用日数の多い料率を適用す

る。 

(３) 使用水量が不明のときは、認定する月の前３回の使用水量の平均使用水量を認定する。 

(４) 共用給水装置により、水道を使用するときは、親メーターにより測定された使用水量から、
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各給水装置の子メーターにより測定された使用水量の合計を除いた水量を認定する。 

（料金の過誤納の場合の還付又は追徴） 

第28条 料金を納付した後その料金が過納又は誤納があったときは、正規の料金との差額を直ちに

還付し、又は追徴するものとする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、未納若しくは

次の日以降の料金に充当し、又は次の月以降において徴収することができる。 

（料金、手数料等の減額又は免除） 

第29条 条例第35条の規定による減額し、又は免除できる場合とは、次の各号のいずれかに該当し、

管理者が必要と認めたものとする。 

(１) 災害その他の理由により料金の納付が困難と認められる者の料金 

(２) 不可抗力による発見困難な地下漏水等に起因する料金 

(３) その他、管理者が公益上その他特別な理由があると認めたもの 

２ 前項の規定により料金の減額又は免除を受けようとする者は、水道料金等減免申請書を管理者

に提出しなければならない。 

３ 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減額又は免除の処分を決

定し、その結果を水道料金等減免結果通知書により当該申請者に通知するものとする。 

第５章 管理 

（給水の停止） 

第30条 条例第38条第１号の規定による給水の停止は、あらかじめ水道使用者等に納付すべき金額

及び期限を定めて督促し、なおも指定期限内に納入しないときとする。 

２ 条例第38条各号の規定により給水の停止をする場合は、あらかじめ水道使用者等に給水停止予

告通知書により通知し、給水停止通知書により停止する。 

３ 前項の給水の停止の方法は、止水栓の閉栓又はメーターの撤去等により行う。 

４ 水道使用者等の申出により、特別な事情があると管理者が認めたときは、給水の停止を猶予す

ることができる。 

（措置命令） 

第31条 条例第36条の規定による措置の指示は、給水装置変更工事指示書により行う。ただし、緊

急の場合は、この限りでない。 

第６章 貯水槽水道 

（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査） 

第32条 条例第44条第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況
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に関する検査は、次に定めるところによるものとする。 

(１) 水道法施行規則（昭和32年厚生省令第45号）第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理

すること。 

(２) 前号の管理に関し、１年以内ごとに１回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置

者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の

検査を行うこと。 

第７章 雑則 

（文書等の様式） 

第33条 条例及びこの規程の施行について必要な文書の様式は、別表第２のとおりとする。 

（その他） 

第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成18年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の日の前日までに、解散前の都幾川、玉川水道企業団給水条例施行規則（平成

11年都幾川、玉川水道企業団規則第１号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程

の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成23年１月４日水管規程第１号） 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行前に改正前の規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程

の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成30年３月27日水管規程第１号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行前に改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当

規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 
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附 則（令和元年８月30日水管規程第６号） 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。ただし、「100分の108」を「100分の110」に改める改正

規定は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日水管規程第２号） 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月29日水管規程第１号） 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年12月18日水管規程第13号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

別表第１（第15条関係） 

給水工事費算出表 

１ 材料費 材料購入原価、貯蔵品格納品等の合計額 

２ 運搬費 建設機械運搬費、労務者輸送費の合計額 

３ 労力費 掘削及び埋戻工事、布設工事、接合工事費、取付工事の合計額 

４ 道路復旧費 舗装切断、取壊し及び処分費、舗装又は簡易舗装工事、敷砂利工等の合計

額 

５ 工事監督費 現場管理監督費 

６ 間接経費 準備費、技術管理費、営繕損料、安全費、現場管理費、設計費、一般管理

費、その他事務費等の合計額 

別表第２（第33条関係） 

文書の様式 

１ 給水装置工事申込書 様式第１号（第２条関係） 

２ 給水装置工事変更・取消届 様式第２号（第３条関係） 

３ 開発給水協議書 様式第３号（第５条関係） 

４ 開発給水協議回答書 様式第４号（第５条関係） 

５ 土地家屋使用承諾書 様式第５号（第７条関係） 

６ 給水管所有者分岐同意書 様式第６号（第７条関係） 

７ 誓約書 様式第７号（第７条関係） 
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８ 誓約書 様式第７号の２（第７条関係） 

９ 給水開始申込書 様式第８号（第17条関係） 

10 水道使用開始届 様式第９号（第17条関係） 

11 代理人選任届 様式第10号（第18条関係） 

12 管理人届 様式第11号（第19条関係） 

13 給水装置亡失・毀損届 様式第12号（第22条関係） 

14 水道使用中止届 様式第13号（第24条関係） 

15 給水装置廃止届 様式第14号（第24条関係） 

16 給水装置用途変更届 様式第15号（第24条関係） 

17 消火栓演習届 様式第16号（第24条関係） 

18 給水装置使用者異動届 様式第17号（第24条関係） 

19 給水装置所有者異動届 様式第18号（第24条関係） 

20 給水装置請求先異動届 様式第19号（第24条関係） 

21 消火栓使用届 様式第20号（第24条関係） 

22 管理人変更届 様式第21号（第24条関係） 

23 給水装置検査請求書 様式第22号（第25条関係） 

24 水質検査請求書 様式第23号（第25条関係） 

25 給水装置検査結果通知書 様式第24号（第25条関係） 

26 水質検査結果通知書 様式第25号（第25条関係） 

27 水道料金等減免申請書 様式第26号（第29条関係） 

28 水道料金等減免結果通知書 様式第27号（第29条関係） 

29 給水停止予告通知書 様式第28号（第30条関係） 

30 給水停止通知書 様式第29号（第30条関係） 

31 給水装置変更工事指示書 様式第30号（第31条関係） 
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様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 



17/47 
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様式第４号（第５条関係） 
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様式第５号（第７条関係） 
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様式第６号（第７条関係） 
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様式第７号（第７条関係） 
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様式第７号の２（第７条関係） 
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様式第８号（第17条関係） 
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様式第９号（第17条関係） 

 



26/47 

様式第10号（第18条関係） 
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様式第11号（第19条関係） 
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様式第12号（第22条関係） 
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様式第13号（第24条関係） 
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様式第14号（第24条関係） 
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様式第15号（第24条関係） 
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様式第16号（第24条関係） 
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様式第17・18・19号（第24条関係） 
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様式第20号（第24条関係） 
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様式第21号（第24条関係） 
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様式第22号（第25条関係） 
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様式第23号（第25条関係） 
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様式第24号（第25条関係） 
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様式第25号（第25条関係） 
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様式第26号（第29条関係） 
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様式第27号（第29条関係） 
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様式第28号（第30条関係） 
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様式第29号（第30条関係） 
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様式第30号（第31条関係） 

 


